












 

重点施策 雇用環境・均等部における重点施策 

テーマ １ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた職場環境整備 

取組目標 （１）妊婦等に対する職場環境整備 

①妊婦に対する母性健康管理措置の確実な実施 

②仕事と育児・介護の両立支援 

（２）良質な雇用型テレワークの導入・定着促進 

取組結果 （１）妊婦等に対する職場環境整備 

①妊婦等に対する母性健康管理措置の確実な実施 

ア 令和３年７月１日に改正された「母性健康管理指導事項連絡カード」につい

て、各関係団体（経済団体、労働組合、地方公共団体、医師会等）への周知と

ともに、傘下団体等に対する周知についても協力を依頼した。【資料１－１】 

 また、「母性健康管理指導事項連絡カード」をより多くの女性労働者に活用し

てもらうために、厚労省の委託者が運営する「女性にやさしい職場づくりナビ」

を当局ＨＰへ掲載し周知した。 

イ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要と

された妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続

して活躍できるよう、有給の休暇制度を設けて取得させる事業主への支援とし

て助成金の活用を促し職場環境整備の促進を図った。 

         （各年度９月末現在）   

 母性健康管理措置による休暇取得

支援助成金申請件数（雇用勘定） 

母性健康管理措置による休暇取得

支援助成金申請件数（一般会計） 

母性健康管理措置による休暇制度

導入助成金申請件数（労災勘定） 

計 

令和 3 年度上半期 92 件 20 件 7 件 119 件 

令和 2 年度上半期 16 件 1 件  17 件 

 

ウ 緊急事態宣言等においても計画的な報告徴収を行い、男女雇用機会均等法の

履行確保を図るとともに、妊婦からの妊娠等理由の不利益取扱いに係る相談に

ついては、丁寧に対応し、必要に応じて紛争解決援助を行った。 

②仕事と育児・介護の両立支援  

ア 小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得

ない保護者に対して有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主に対して、

休暇中に支払った賃金相当額を支給する、小学校休業等対応助成金の支給及び

特別相談窓口を設置（～Ｒ３.６.30）するとともに、育児休業や介護休業等の

取組に係る両立支援等助成金の周知に努めた。 

小学校等の臨時休業等に関する相談は、事業所、社労士、労働者等から令和

３年４月から９月末において 1,000 件を超える相談があった。また、労働者か

ら事業主に対して休業に係る助成金について制度説明を依頼された場合には、

制度の内容、申請の流れ等について事業主に対し説明し、助成金の利用を働き

かけた。 
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(令和 3 年 9 月末現在) 

         支給申請件数 対象労働者数 支給決定件数 取下げ・返戻等 

両立支援等助成金育児休業等支援コース

（新型コロナウイルス感染症対応特例）   

199 件 432 人 73 件 73 件 

＊上記コースは令和３年度に新設 

 

イ 令和３年９月 30 日、新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等

の拡大により、小学校休業等対応助成金及び「特別相談窓口」を再開した。再

開に係る広報は、当局 HPに掲載するほか、全道の監督署・ハローワークに協力

依頼、関係機関、使用者団体、労働団体にリーフレットを送付し周知を依頼し

た。【資料１－２、１－３】 

 

（２）良質な雇用型テレワークの導入・定着促進 

令和３年３月に「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

（以下『改正テレワークガイドライン』という。）」が改正されたことに伴い、５月に

労使団体等約３５０団体に対し、改正テレワークガイドラインの周知、良質なテレワ

ークを新規導入し実施するための人材確保等支援助成金（テレワークコース）の周知、

更に個別相談対応窓口として北海道働き方改革推進支援センター及びテレワーク相

談センターを周知することにより、テレワーク普及・促進に向けた周知協力を依頼し

た。 

また、令和３年８月には、北海道庁と連携し、人材確保等支援助成金（テレワーク 

コース）とテレワーク環境整備事業費補助金（道補助金）の活用促進のため、使用者

団体（7団体）を訪問し、制度内容の説明と団体傘下企業等への周知を依頼した。 

さらに、テレワーク相談センターにおいて今年度１０回実施予定のテレワークセミ

ナー開催の案内を北海道働き方改革推進支援センターと連携して周知するとともに、

北海道働き方推進支援センターにおいてもテレワーク導入支援のためのオンライン

セミナーを開催して普及促進に努めている。 

 

進捗を踏ま

えた下半期

の取組 

（１）妊婦等に対する職場環境整備 

①妊婦等に対する母性健康管理措置の確実な実施 

引き続き、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により有給休暇

を取得させた事業主へ、迅速な審査により助成金を支給するとともに、事業主の理

解が得られない労働者から相談があった場合は、相談者の意向を確認のうえ、丁寧

な働きかけを事業主に行い助成金制度の利用を促すこととする。 

また、新型コロナウイルス感染状況に留意しつつ、報告徴収を実施し、法の履行

確保を図る。 

②小学校休業等対応助成金の利用促進 
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令和３年９月 30 日から再開された「小学校休業等対応助成金」の迅速な審査に努

めるとともに、「特別相談窓口」において、労働者等からの相談内容に応じて、事業

主への助成金の活用を働きかけ、仕事と育児の両立を支援する。 

 

（２）良質な雇用型テレワークの導入・定着促進 

道内企業のテレワーク導入状況の把握に努めるとともに、引き続き良質なテレワー

クの普及促進を図るため、改正テレワークガイドラインの周知を図るとともに、本省

主催による「テレワークセミナー」の受講勧奨を実施する。 

また、北海道庁と連携し「ホワイト・テレワーク・デイズ」の取組推進、人材確保

等支援助成金（テレワークコース）及びテレワーク環境整備事業費補助金（道補助金）

の活用促進を図る。 

さらに、テレワーク相談センターと北海道働き方改革推進支援センターの連携によ

る個別相談対応の充実、セミナー開催等による支援を行う。 

 

 

担当部署 雇用環境・均等部企画課・指導課 
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重点施策 雇用環境・均等部における重点施策 

テーマ ２ 女性活躍・男性の育児休業取得の推進 

取組目標 （１）女性活躍推進法の対象拡大に向けた中小企業への支援等 

（２）不妊治療を受けやすい休暇制度等の職場環境の整備の推進 

（３）子育て等により離職した女性の再就職の支援 ※職業安定部において実施 

（４）男性の育児休業取得の促進をはじめとする仕事と家庭の両立支援の推進 

①育児・介護休業法の周知及び履行確保 

②男性の育児休業取得促進等をはじめとする仕事と育児・介護の両立ができる職場

環境整備 

③次世代育成支援対策の推進 

取組結果 （１）女性活躍推進法の対象拡大に向けた中小企業への支援等 

中小企業が女性活躍の行動計画策定の取組みを進めるため、一般事業主行動計画策

定・届出が努力義務である企業（300 人以下）へ、策定から届出までの一貫した支援

を行う「中小企業のための女性活躍推進事業」（厚労省委託事業）の活用を勧めると

ともに、令和４年４月から一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が 101 人以上

300 人以下の事業主まで拡大することを通知し、早期策定に努めるよう働きかけた。

【資料１－４】 

また、新たに行動計画策定・届出等を行う企業には、「女性の活躍推進企業データ

ベース」の利点（①業界内・地域内における自社の位置付け把握、②自社の取組み状

況を学生求職者等にアピール可能等）を案内し、利用を勧奨した。 

 併せて「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定の取得について働きかけた結果、新

たに２社を「えるぼし」認定し、道内認定企業は 16 社となった。 

 

（２）不妊治療を受けやすい休暇制度等の職場環境の整備の推進 

北海道、札幌市及び不妊専門相談センター等の関係機関と連携し、「不妊治療を受

けながら働き続けられる職場作りのためのマニュァル」等を活用し、不妊治療と仕事

の両立を支援するための周知を行った。 

  また、当局ＨＰの雇用環境・均等ページにおいて、「不妊治療と仕事の両立につい

て」のカテゴリーを作成し、働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進コ

ース）では、成果目標として不妊治療に係る特別休暇の導入も選択できることや両立

支援等助成金の不妊治療両立支援コースについて周知・啓発を行った。 

 

（３）子育て等により離職した女性の再就職の支援 ※職業安定部において実施 

  マザーズハローワーク札幌及び道内ハローワークのマザーズコーナーにおいて、 

子育てがしやすい求人情報の提供、託児付きセミナーの実施、担当者制によるきめ細

かな職業相談・職業紹介等の就職支援を実施した。 

  また、北海道や札幌市とも、女性の就業に関する支援メニューを相互紹介するなど

連携した支援を実施した。 
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【マザーズハローワーク札幌における「パソコン短期セミナー」（５日間）】 

 ２回開催、参加者数 19名（うち託児利用者延べ 10 名）（９月末現在） 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響で期間中４回中止となった。 

【担当者制による重点支援対象者の就職率】 

  令和３年度（９月末現在） 98.6％ 

  令和２年度（９月末現在） 97.5％ 

 

（４）男性の育児休業取得の促進をはじめとする仕事と家庭の両立支援の推進 

①育児・介護休業法の周知及び履行確保 

ア 直近の法改正に係る子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得等を重点に

計画的な報告徴収の実施により、法の履行確保及び周知を図った。 

イ 育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが疑われる相談等については、

労使の自主的な解決に向けたアドバイスをするとともに、相談者の意向を踏ま

え、報告徴収等の行政指導及び紛争解決の援助の実施により法の履行確保を図

った。 

 

【是正指導件数】                                          （各年度 9 月末現在） 

 均等法 育介法 パ有法 労推法 計 

令和３年度上半期 16 件 543 件 27 件 5 件 591 件 

令和２年度上半期 43 件 83 件 33 件 18 件 177 件 

 

②男性の育児休業取得促進等をはじめとする仕事と育児・介護の両立ができる職場

環境整備 

ア 育児休業制度や配偶者が妊娠・出産した際に個別に制度を周知するための措

置について、計画的な報告徴収の実施により、法の履行確保及び周知を図った。 

イ 地域包括支援センター等からの依頼を受け研修を実施し、介護休業制度等に

ついて周知を図った。 

ウ 当局ＨＰの雇用環境・均等ページに「仕事と家庭の両立」や「雇用均等政策」

のカテゴリーを作成し、改正育児・介護休業法や助成金の周知を図った。 

令和３年度上期の両立支援等助成金の申請件数は 549 件で、内、子育てパパ

支援助成金（男性労働者の育休・男性労働者の育児目的休暇）は 151 件となっ

た。 

（各年度 9 月末現在） 

 両立支援等助成金申請件数 内、子育てパパ支援助成金 

令和 3 年度上半期 549 件 151 件 

令和 2 年度上半期 237 件 123 件 

 

③次世代育成支援対策の推進 
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新たに把握した義務企業や、行動計画の終了する企業に対し、次期行動計画の策

定・届出等を行うよう個別に働きかけ、継続的に次世代育成支援の取組みが行われ

るよう促した。 

「くるみん」「プラチナくるみん」認定企業の拡大に向けて、行動計画の目標を達

成した企業に対し、認定の申請につながるよう丁寧な相談対応を行い、５社「くる

みん」認定し、道内の「プラチナくるみん」認定企業は２社、「くるみん」認定企業

は 47社となった。 

 

進捗を踏ま

えた下半期

の取組 

（１）女性活躍推進法の対象拡大に向けた中小企業への支援等 

令和４年４月から一般事業主行動計画策定・届出が義務となる 101 人以上～300 人

以下の企業に対して、文書・局ＨＰ等により周知啓発を行う。 

また、改正女性活躍推進法の説明会をオンラインにより開催する。 

引き続き「女性の活躍推進企業データベース」の活用を促し、併せて「えるぼし」

「プラチナえるぼし」認定取得について働きかける。 

 

（２）不妊治療を受けやすい休暇制度等の職場環境の整備の推進 

引き続き当局ＨＰにおいて、「不妊治療と仕事の両立について」周知・啓発を行う

ほか、「働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進コース）の活用相談の

際には、特別休暇導入予定事業主に不妊治療特別休暇の導入について働きかけを行う

とともに、両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）の活用促進を図る（※働き

方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進コース）は令和３年 10月 15 日で交

付申請受付終了）。 

 

（３）子育て等により離職した女性の再就職の支援 ※職業安定部において実施 

 引き続き、子育てと仕事の両立を望む女性等にマザーズハローワーク等において、 

子育てがしやすい求人情報の提供や、託児付きセミナーやパソコン短期セミナーの実 

施、担当者制によるきめ細やかな職業相談・職業紹介等の就職支援を実施する。 

  また、引き続き女性の就業支援について、北海道や札幌市とも連携して実施してい 

く。 

 

（４）男性の育児休業取得の促進をはじめとする仕事と家庭の両立支援の推進 

①育児・介護休業法の周知及び履行確保 

ア 改正育児・介護休業法が令和３年６月９日に公布されたことから、産後パパ

育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等の法改正

の内容について、説明会の開催等により周知を図る。【資料１－５】 

イ 報告徴収の実施や紛争解決援助制度の活用により、引き続き法の履行確保を

図る。 
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②男性の育児休業取得促進等をはじめとする仕事と育児・介護の両立ができる職場

環境整備 

引き続き改正法や諸制度について広く周知を図るほか、経済・事業主団体に「両

立支援等助成金支給申請の手引き（2021 年度版）」や助成金リーフレット等の提

供、関係団体への広報紙掲載依頼など、あらゆる機会を捉えて助成金の周知及び

活用促進を図る。 

 

③次世代育成支援対策の推進 

引き続き計画終期を迎える企業に対し、行動計画を速やかに策定・届出等を行

うよう文書等で提出を勧奨し、「くるみん」「プラチナくるみん」認定申請につい

ての広報を行い、認定取得に向けて早期の相談対応を行う。 

 

担当部署 雇用環境・均等部企画課・指導課、職業安定部職業安定課 
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重点施策 雇用環境・均等部における重点施策 

テーマ ３ 「新たな日常」における働き方改革実現に向けた取組 

取組目標 （１）生産性を高めながら労働時間の縮減や賃金引上げに取り組む事業者等の支援 

（２）働き方改革推進支援センターによる支援 

（３）雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

（４） 非正規雇用労働者のキャリアアップの推進 

（５）派遣労働者の同一労働同一賃金の周知・啓発 ※職業安定部において実施 

（６）年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進 

（７）長時間労働につながる取引環境の見直し 

（８）労働施策総合施策推進法に基づく協議会等について 

取組結果 （１）生産性を高めながら労働時間の縮減や賃金引上げに取り組む事業者等の支援 

  当局ＨＰにおいて「働き方改革推進支援助成金」の案内及び活用に当たっての

留意事項を掲載し周知を図った。また、「業務改善助成金」については HP周知の

ほか、制度拡充等による活用促進について、事業主団体宛て依頼を行った。 

（各年度 9 月末現在）  

 働き方改革推進支援助成金申請件数 業務改善助成金申請件数 

令和 3 年度上半期 169 件 104 件 

令和 2 年度上半期 421 件 8 件 

＊令和２年度の働き方改革推進支援助成金は、新型コロナウイルス感染症対策として「職場意識改善特例コース」 

が新設されたことにより急増（R2 年度中に終了） 

 

（２）働き方改革推進支援センターによる支援 

中小企業・小規模事業者の利用促進のため、働き方改革推進支援センターにおいて

ラジオＣＭ、新聞社ＷＥＢ広告、財界さっぽろ等のメディアを活用する等により効果

的な周知活動を行った。 

センターのセミナー実績については、新型コロナウイルス感染症拡大に係る緊急事

態宣言等が発出された期間は人を集めてのセミナーを中止せざるを得ず、ＷＥＢを使

用したセミナーを主体として開催したものの、年間目標 50 回に対し、上半期の実施

は 17回と年間目標の 34.0％となった。 

商工団体等への出張相談窓口設置については、本年度から新たに北海道庁及び総合

振興局と連携して北海道が設置する「働き方改革関連特別相談窓口」に定期的な専門

家派遣を行い、北海道全域を網羅した相談体制を整えた。 

商工団体等への窓口相談派遣の申込は年間目標 250 件に対し、256 件と年間目標を

達成した。 

また、個別訪問申込件数は年間目標 500 件に対し、257 件と目標の 51.4％となって

いる。 

 

（３）雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 
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本年４月より全面施行されたパートタイム・有期労働法について報告徴収により企

業の雇用管理について聴取し必要に応じて指導等を行い履行確保を図った（18 件（９

月末現在））。 

パートタイム労働者や有期雇用労働者の均等・均衡待遇を含め、働き方改革の実現

に係る相談に対応した。（707 件（９月末現在）） 

また、北海道働き方改革推進支援センターにおいて、セミナー等を開催した(再掲)。 

 

（４） 非正規雇用労働者のキャリアアップの推進 

無期転換ルール及びキャリアアップ助成金の周知を図り、無期転換及び正社員化を

促進した。 

（各年度 9 月末現在）  

 キャリアアップ助成金（正社員化コース）申請件数 キャリアアップ助成金を活用した正社員転換数 

令和 3 年度上半期 1,129 件 2,156 人 

令和 2 年度上半期 1,131 件 1,333 人 

 

（５）派遣労働者の同一労働同一賃金の周知・啓発 ※職業安定部において実施 

 ア 指導監督 

労働者派遣事業が適正に運営されるよう、派遣元事業所及び派遣先に対し訪問・呼

出による指導監督を実施している。 

令和３年度実施数（９月末現在）   259 件 

令和２年度実施数（９月末現在）    51 件 

令和元年度実施数（９月末現在）   190 件 

イ 集団指導 

（ア）労働者派遣事業講習会 

   新規に労働者派遣事業を行う予定の事業主等に対し、労働者派遣事業制度や許

可要件及び留意点、派遣労働者の同一労働同一賃金制度を含む許可後の事業運営

等について説明している。 

   開催回数：１回  参加数：２事業所 

（イ）同一労働同一賃金説明会 

    派遣元及び派遣先事業主等を対象として、同一労働同一賃金制度や労働者派遣

法第 30 条の４第１項に基づく労使協定の作成について説明をしている。 

   開催回数：２回  参加数：５事業所 

（ウ）労働者派遣セミナー 

    求職者等を対象として、同一労働同一賃金制度を含む労働者派遣制度の仕組や

派遣労働する際の注意点等を説明している。 

   開催回数：８回  参加数：40人 

 

（６）年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進 
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春季及び夏季における年次有給休暇の取得促進について、広報、ホームページに掲

載を行い、企業団体等への会員企業に有給の計画的付与制度の導入等について周知、

広報要請を実施した。 

 

（７）長時間労働につながる取引環境の見直し 

下請けを有する大企業・親事業者を選定し、11 月の「しわ寄せ」防止キャンペーン

月間を中心に働き方・休み方改善コンサルタントが企業に対して、大企業・親事業者

の仕事のしわ寄せが下請等中小事業者に行かぬよう周知をすることとしている。 

 

（８）労働施策総合施策推進法に基づく協議会等について 

「北海道働き方改革・雇用環境改善推進協議会」については、下期に書面開催を予

定している。また、北海道地方労働審議会は下期に開催し、委員からの意見を頂戴す

ることとしている。 

進捗を踏ま

えた下半期

の取組 

（１）生産性を高めながら労働時間の縮減や賃金引上げに取り組む事業者等の支援 

引き続き労働時間等の設定改善に関して働き方・休み方改善コンサルタントが相談

に対応する。また、企業への働きかけとともに、しわ寄せ防止に向けた要請を行う。 

働き方改革推進支援助成金及び業務改善助成金の迅速な審査に努め、業務改善助成

金の制度拡充を引き続き周知し活用促進を図る。 

 

（２）働き方改革推進支援センターによる支援 

個別訪問支援申込につなげるため更なる広報周知を行う。 

 

（３）雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

引き続き相談への丁寧な対応や報告徴収の実施によりパートタイム・有期雇用労働

法の履行確保を図るとともに、北海道働き方改革推進支援センターではセミナー等を

開催し、パートタイム労働者や有期雇用労働者の均等・均衡待遇を含め、働き方改革

の実現に係る相談に対応する。 

 

（４）非正規雇用労働者のキャリアアップの推進 

引き続き無期転換ルール及びキャリアアップ助成金の周知を図るほか、パート・有

期法等の報告徴収時に労働契約法のリーフレットを配布し周知・啓発指導を行い、無

期転換および正社員化を促進する。 

 

（５）派遣労働者の同一労働同一賃金の周知・啓発 ※職業安定部において実施 

 引き続き、派遣先の通常の労働者と均等・均衡待遇確保措置及び労使協定による待 

遇確保措置等が適切に履行されているか重点的に確認する集中的指導監督を実施す 

るほか、労働者派遣事業の適正な事業運営の履行確保を目的とした定期指導を実施す 

る。 
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上半期の指導監督状況を踏まえて、説明会やセミナーの説明内容と実施方法につい 

て、留意すべき内容を理解しやすくなるような説明とオンラインによる実施も取り込 

み、参加事業所数の増加を図る。 

 

（６）年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進 

10 月の年次有給休暇取得促進月間、冬季における年次有給休暇の取得促進につい

て広報を行う。 

 

（７）長時間労働につながる取引環境の見直し 

11 月の「しわ寄せ」防止キャンペーン月間において、「しわ寄せ」防止に向けた周

知啓発に取り組む。 

 

（８）労働施策総合施策推進法に基づく協議会等について 

「北海道働き方改革・雇用環境改善推進協議会」については、協議会構成機関の活

動報告や好事例を纏め構成員あて報告することとし、北海道地方労働審議会において

は、頂戴した意見を踏まえた下期の行政運営の実施と次年度の行政運営方針（案）に

対する意見を集約し運営方針（確定版）を策定する。 

 

担当部署 雇用環境・均等部企画課・指導課、職業安定部需給調整事業課 
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重点施策 雇用環境・均等部における重点施策 

テーマ ４ 総合的なハラスメント対策 

取組目標 （１）職場におけるハラスメント撲滅対策の全国集中実施 

（２）中小企業へのハラスメント対策取組支援 

取組結果 （１）職場におけるハラスメント撲滅対策の全国集中実施 

ア ハラスメント防止措置の実施及びカスタマーハラスメント対策としての望ま

しい取組について、計画的な報告請求等の実施により法の履行確保を図った。 

イ ハラスメント被害を受けた労働者からの相談については、相談者の意向を踏ま

え、紛争解決援助制度等の活用により事案の解決を援助した。 

 

【ハラスメント相談件数】                                    （各年度９月末現在） 

 パワハラ セクハラ 妊娠・出産 育介ハラ 計 

令和３年度上半期 258 件 78 件 12 件 17 件 365 件 

令和２年度上半期 170 件 100 件 31 件 23 件 324 件 

 

（２）中小企業へのハラスメント対策取組支援 

本省で委託する専門家による中小企業への個別訪問等によるハラスメント防止対

策への取組支援事業の活用について、計画的な報告徴収を実施した際に周知した。【資

料１－６】 

 

進捗を踏ま

えた下半期

の取組 

（１）職場におけるハラスメント撲滅対策の全国集中実施 

ア 企業のハラスメント防止措置の実施の促進について、12 月の「ハラスメント

撲滅月間」に事業主団体等に対して周知啓発を行う。 

イ 計画的な報告請求の実施による法の履行確保及び相談者の意向を踏また紛争

解決援助制度等の活用による事案の解決の援助について、引き続き実施する。 

 

（２）中小企業へのハラスメント対策取組支援 

ア 令和４年４月１日より、パワーハラスメント防止措置が中小企業においても義

務化されることから、中小企業向けの説明会等を開催する。 

イ 本省委託事業の活用について、引き続き周知する。 

 

担当部署 雇用環境・均等部指導課 
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重点施策 雇用環境・均等部における重点施策 

テーマ ５ 個別労働関係紛争の解決の促進 

取組目標 （１）総合労働相談コーナーの適正運営 

（２）効果的な助言・指導の実施及びあっせんの実施 

（３）関係機関・団体との連携 

取組結果 （１）総合労働相談員に対し、新型コロナウイルスに関するＱ&Ａ、法改正に係る留意

について速やかに情報提供を行った。また、「あっせん」、「助言・指導」の受理時

における事前協議やあっせん実施時に指導及び必要な情報提供を行った。 

 

（２）助言・指導については、令和３年４月１日から令和３年９月末までに１２９件受

理し、１０日以内に全件実施している（９月末日現在）。 

   あっせんについては、令和３年４月１日から令和３年９月末までに９５件受理

し、同期間に６８件が完結した。あっせんの参加は４４件で、参加率は４８．４％、

２か月以内の完結率は７４．７％であった。 

  ＊参考：令和２年度における個別労働紛争解決制度の施行状況【資料１－７】 

 

（３）あっせんが不調となり打切りとなった場合には、申請人に対し、関係機関（札幌

地方裁判所、北海道労働委員会、法テラス等）のリーフレットを送付し、その後の

紛争解決に向けての情報提供を行った。 

 

進捗を踏ま

えた下半期

の取組 

（１）引き続き、「あっせん」、「助言・指導」受理時における事前協議やあっせん実施

時に指導及び必要な情報提供を行うとともに、必要と判断される総合労働相談コー

ナーについては、個別に業務指導を実施する。 

 

（２）引き続き、受理時における事前協議等を通じて、助言・指導等の効果的な実施に

努める。 

あっせんについては、参加の意思確認や日程調整を早急に行うこと等により、早

期の実施に努めるとともに、被申請者にあっせん参加によるメリットを丁寧に説明

することや、テレビあっせんなどの開催方法の工夫により、あっせん参加率の向上

を目指す。 

 

（３）労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡会議の連携事業等により、引き続

き、労働相談機関や紛争解決機関との連携を図る。 

 

 

担当部署 雇用環境・均等部指導課 
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